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互助組合 現職組合員事業

　平成23年度までリフレッシュ厚生計画等の事業で配付していた旅行券のうち，新型コロナウイルス感染拡大
に伴い，使用することができない状況にあるため，有効期限が平成32年６月30日，平成33年６月30日及び平成
34年６月30日の「旅行券」の有効期限を令和５年６月30日に延長します。有効期限に留意して御利用ください。

 互助組合「旅行券」の有効期限延長について

発行年度 使用期限 延長期限

平成12年度 平成32年６月30日
（令和２年６月30日）

令和５年６月30日

平成22年度

平成13年度 平成33年６月30日
（令和３年６月30日）平成23年度

平成14年度
平成34年６月30日

（令和４年６月30日）

《福祉事業》
事業名 事業内容 主な必要書類

リ フ レ ッ シ ュ 給 付 金
■

該当年度の４月１日において，次の年齢に該当する組合員に
50,000円を支給します。（７月末頃の送金を予定しています。）
【該当年齢】　30歳　40歳　50歳　54歳　59歳
※　任用期間に定めのある組合員は除きます。

※自動給付

生 活 習 慣 病 予 防 健 診
（ 人 間 ド ッ ク ）

■

公立学校共済組合広島支部が実施する「指定年齢健診」及び「シ
ニア普通ドック」の費用のうち2,000円を助成します。

共済組合へ受診申込
（互助組合への手続は不要）

シニア普 通ドック助 成
■

（共済組合員でない組合員が対象）
シニア普通ドック助成事業として，健診費用の８割を助成します。

◎シニア普通ドック助成金　
　請求書

被 扶 養 配 偶 者
人 間 ド ッ ク

■

該当年度中に次の年齢に達する被扶養配偶者に，人間ドック健
診費用のうち30,000円を限度として助成します。
【該当年齢】　40歳　45歳　50歳　55歳　60歳
※�人間ドック健診費用（オプション検査は除く。）が30,000円を
超えている場合に限ります。

◎被扶養配偶者人間ドック　
助成金請求書請求
●健診費用の領収書

福 利 厚 生 助 成
■

へき地校等に勤務している組合員に図書カード（2,000円券）を
配付します。

長 期 療 養 者 見 舞 金
■

傷病のため３ヶ月以上病気休暇，療養又は休職している組合員に
10,000円の見舞金を給付します。
※　病気休職等期間中かつ１会計年度中につき１回の給付です。

◎�互�長期療養者見舞金
　請求書

義 肢 等 制 作 費 助 成
■

組合員が，傷病等により次の補装具を装着した時の購入費用，
又は修繕費用を１会計年度につき100,000円まで実費の範囲内
で助成します。
【対象となる補装具】
　義手，義足，義眼，車椅子，松葉杖，人工乳房

◎�互�義肢等制作費助成
　請求書
●補装具の領収書
●地方公共団体から助成が
あった場合は，その事実を
明記した書類

育 児 サ ポ ー ト 事 業
■

組合員及び配偶者（被扶養者であることを要しない）が出産した
組合員に，安心して子育てができるよう月刊育児誌を１年間（12
冊）送付します。
※　夫婦で組合員の場合は，どちらか一方のみが対象となります。

◎育児サポート事業申請書
●出産したことを証明する
　書類

普 及 事 業 （公立学校共済組合広島支部と共催）

■　自動給付　　■　請求払（互助組合へ請求）

※　◎印については，互助組合ホームページ（http://www.gojo.or.jp）からダウンロードしてください。

互助組合
（082）228-1386


